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令和７年度 弘前大学教職大学院評価 
 
評価者の構成 弘前大学教職大学院教育研究協議会委員の中の大学関係者以外の委員 
  ・県教育委員会関係者４名／５名中 
  ・青森市・八戸市・弘前市の各教育委員会教育長１名／３名中 
  ・中南地区連携推進協議会代表１名／１名中 
  ・学校関係者代表３名／４名中   計９名／１３名中 
    
評価の公表  教職大学院ホームページに掲載する。 
    
評価の実施日・場所 令和８年２月１７日(火)  弘前大学教育学部中教室 

 
Ⅰ 弘前大学が掲げる第４期中期目標（教職大学院関係）（令和 4 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日） 

  特定の職業分野を牽引することができる高度専門職業人や専門職を担う実践的かつ応用的な能力を持

った人材など、社会から求められる人材を養成する。 

 

Ⅱ 弘前大学第４期中期計画の評価指標（教職大学院関係） 

  教育課題の解決に向けて省察し互いの専門性を生かし合いつつ学び続ける教員集団の中核を担う教員

を養成・支援するために、青森県教育委員会等と連携し教員のキャリアステージを視野に収めた教員養成・

研修プログラム開発と支援体制の整備を行う。  

 

Ⅲ 中期目標の達成のための数値目標等と措置及び目標達成状況 

 【数値目標等と措置①】 

  学部新卒院生の教員就職率 90％以上の確保を目指すとともに，講師推薦制度設置に向けて青森県教育

委員会と協議会を立ち上げる。 

 【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

  教員採用試験を受験する学部新卒院生に対するキャリア支援として、入試フォロー部会が採用試験対

策についての計画を立て全教員がその計画に基づいて指導を行っている。昨年度学部新卒院生の修了生

については教員就職率 100％を達成し、目標である 90％を超えた。今年度においても入試フォロー部会

におけるキャリア支援の結果，令和 8 年 3 月修了予定の学部新卒院生 12 名の内，教員採用試験合格者

が 11 名（合格率約 92％）となった。採用試験不合格者である 1 名についても令和 8 年 4 月より講師採

用される予定であり，今年度も教員就職率 100％を達成できる見込みである。Ｍ１学部新卒院生不合格

者については，今年度と同様に来年度以降も引き続き本学教職大学院としてキャリア支援を行っていく。

また，本計画の当初は教員採用確保に向けた講師推薦制度設置の検討を行うワーキンググループを立ち

上げる予定であったが，青森県では急速な教員不足に陥ったため，昨年度から教職大学院として教員不

足への対応をとっていくこととした。その結果，今年度も附属小学校に 3 名の時間講師を派遣した。ま

た，青森県教育委員会主催の「小学校教員の魅力再発見・情報発信検討会議」に教職大学院ストマス院

生 3 名を委員として派遣し，青森県の教員不足解消に向けた対策に貢献した。さらには中南管内に初任

者研修にかかる非常勤講師として学部新卒院生 6 名を派遣した。  
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【数値目標等と措置②】 

  充実期研修講座と指導主事研修を前年度に明らかにされた改善点をもとに試行し更に洗練させ，指導

主事研修については試行段階で受講者の満足度 85％以上を目指す。 

 【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

■指導主事研修会(6 月 28 日実施)は事後のアンケートにおいて、次の成果を収めている。これまで数年の

試行を踏まえ、今年度は全国に参加者の募集を拡大し実施した。学校への指導助言という喫緊の課題につ

いての講義、石川県加賀市で実施されている最新の取組事例からなる講義、指導主事・校長経験者による

指導主事の職務への提起を含む講義とそれを踏まえた協議という形で構成した。結果としてこれまでの

中でも最も高い評価を得ている。結果として研修の満足度についてはこれまでの中で最も高い評価を得

ている。 

 

 

 

また、指導主事研修講座を終日参加した 68 名のうち、事前、事後アンケートともに同一の ID を確認

できた 41 名を対象として、全ての設問の平均値及び標準偏差を算出した。また、対応のある t 検定を実

施して統計的に差があるかを検証した。その結果、研修後の設問 1、2、5、9 は研修前と比較して有意に

高値を示した。そのため、本研修は、指導主事の仕事に対するイメージを明確にすることや、キャリアへ
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の満足度、仕事に対する意欲を高めることが明らかとなった。また、「仕事の大半はそれほど重要ではな

い」が高くなった背景には、本研修を受講することにより指導主事の業務に対する重圧が軽減された可能

性も考えられる。 

 
 
■充実期研修講座については、受講者アンケートで、「研修に満足している」の項目が 6 段階の 6・5 で 100％
となっており、目標を達成している。 

 

 
 【数値目標等と措置③】 
   教育学部・教職大学院におけるコンサルテーションについての制度設計を行う。 
 【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
   充実期研修講座においては、前年度参加者のアクション・プランの取り組みを紹介しながら、それぞ

れの勤務校でどのようにアクション・プランを展開したらよいのか、参加者に助言する場として 8 月に
校種事全 4 回の実践事例コンサルテーションを設けている。また、9～10 月に、各自のアクション・プ
ラン進捗状況を報告しコンサルテーションを受ける機会を設定し、一人当たり 1～2 回、コンサルテーシ
ョンを行う。教職大学院の研修は、充実期研修講座、教師学び工房：グロウアップ講座（授業づくり）、
教師学び工房：アドバンス講座（協働ワークショップ）のいずれも、勤務校における実践を含む一定の
期間で展開されるため、参加者にとって、勤務校での実践に向けて助言を得られる機会が有効に機能す
るものを考える。   

充実期研修講座の実践事例コンサルテーションには、のべ 37 人、9～10 月の自身のアクション・プ
ランのコンサルテーションにはのべ 23 人、インクルーシブ教育システムにおけるマネジメントのオン
デマンド講義についてのコンサルテーションには 6 名が参加した。ここでは、アクション・プランに関

研修全体のへの評価  n=19 
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するコンサルテーションについての参加者の評価を掲載する。コンサルテーションが有効に機能してい
ると考えられる。 

  
Ⅳ 中期目標達成のための各部会の具体的方策及び前期までの活動状況 

第 1 NITS 弘前大学センター及びプロジェクトチーム（県教育委員会等と連携した研修開発等） 

【具体的方策①】 

弘前大学教職大学院が県教育委員会主催の充実期研修講座について、各校種校長会後援を得て、【NITS

弘前大学センター】として実施する。その過程で、受講生の学校改善の取組に対しコンサルテーションを

行う。今年度は集合研修を八戸市で開催することとした。 

【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

  ■ 校長推薦を受けた２０名の参加者を対象として次の日程で講座を実施している。8 月までの日程は全 

て予定通り実施され、８月 19 日現在、各参加者は勤務校でアクション・プランに取り組み、並行して 

コンサルテーションを実施している。 

 ４月中旬  受講決定通知書及びガイダンス資料を送信 

 ４月下旬～５月初旬 参加する教員は、教職大学院のオンデマンド講義動画及び NITS 研修動画シリーズ

の学校組織マネジメントに関する動画２本を視聴し、SWOT 分析及び教職員が育つ学校づ

くりワークを、勤務校で実施。 

 ５月～６月 ワークを踏まえたオンライン協議第１回及び第２回実施（それぞれ３日程より選択参加） 

 ７月２９日 第１回集合研修（八戸ユートリー）終了後から、参加者は各勤務校にてアクション・プラン

を実施 

 ８月    実践事例コンサルテーションを、各校種の前年度参加者を講師として、4 回実施（自由参加） 

 9 月～10 月 全 8 回の日程でコンサルテーションを実施。参加者は、1 回ないし 2 回、希望する日程で 

オンラインにて、各自のアクション・プラン実施について教職大学院教員のコンサルテーシ 

ョンを受ける。 

 11 月２７日 第 2 回集合研修（八戸市総合教育センター）を実施した。 

 

充実期研修講座は、青森県教育委員会と連携して開発したプログラムで、令和 3 年度から始まったが、

年々内容の充実に努め、高い効果を上げている。以下は、参加者が自己の変化として記載したものである。 

・ 「研修を通して、学校課題とその課題に対して何ができるのかを考えるようになりました。日々の対  

応に追われていた自分が、先を見据えて先生方や生徒と関われるようになったと思います。」 

・ 「今回の研修を通して、業務でも授業でも必要性や意味を考えたり、せっかく取り組むのであれば、

アクション・プランに関するコンサルテーションについての満足度 n=19 
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どのように周囲と協力し、どの手順で進めていけばよいかを検討することができるようになったと感

じる。」 

・ 「充実期研修を受講したことで、自分も挑戦してみていいんだ、提案してみていいんだという気持ち

になりました。今回を機会にこれまで何とか変えていきたいと思っていた課題に向き合い取り組むこ

とができました。アクションプランを立て、実践するという機会があったことで、自分の意見を言い、

説明し、仲間と励まし合い実行でき、いい方向へ向かっているという実感をすることができ、少し自

分に自信が持てたし、今までにないやりがいを感じることができました。仲間の想いを共有し、そこ

にパワーを使って得られた充実感のこのプロセスや経験は、次、何か新しいことをするときの財産と

なりました。」 

参加者にミドルリーダーとしての自覚が生まれていることは、掲載したデータからも明らかである。 
派遣した校長からの評価も高く、「ミドルリーダーとしての自覚がうかがえる意見や提案が多くなって  

きた」、「主任としてのキャリアアップにつながりリーダーシップをより発揮するようになった」、「他校の教
諭と関わることで様々な情報を得る機会となり、校内の指導においてもとてもモチベーションがあがり、パ
フォーマンスが伸びた」、「学校課題が何であるか、その解決策としてどのようなことが考えられるかなど、
これまでは学級や学部中心の意識が学校全体に向けられたことが大きい」といった声をいただいている。 
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【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
現在、充実期研修講座を次年度以降中堅研後期の代替講座（校外研修選択講座 2 日及び校内研修 4 日の

計 6 日分）としての参加を可能とする要望を県教育委員会に申請した。次年度は県教育委員会及び八戸市
教育委員会については、中堅研後期の代替講座として実施となる。 
 
【具体的方策②】 

指導主事研修会を、青森県教育委員会共催で実施した。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
■ ６月２８日（土）に、弘前大学会場と八戸ユートリー会場、オンライン会場を結び、ハイブリッド形

式 で指導主事研修会を実施。８３名が参加（昨年６０名）県教委３４名、地教委１４名、その他７
名、県外２８名、弘前会場３２名 八戸会場１７名 オンライン会場３４名プログラムは、学校現場
での助言をテーマとした教職大学院中野博之専攻長による講義、「学びの転換を後押しするチームや
組織のあり方」と題し前加賀市教育委員会教育長（現 NITS 審議役）島谷千春氏の講義と協議、青森
県立八戸高等学校長嵯峨弘明氏による「学校・先生・生徒をどう支えるかー指導主事経験を踏まえて
ー」と題し、講義と協議で構成した。 

指導主事研修会については、２年継続で加賀市が取り組んできた「子どもの主体性を引き出さす学校

を支援する教育委員会」に焦点をあてて実施してきた。次年度は別企画を考慮中である。 

また、本教職大学院の立ち上げから専攻長として尽力してきた中野教授による基調講演「学校現場

にどう助言し関わるか」が同氏定年のため今年度が最終講演となった。「子どもの何を観てどのように

助言すれば良いか」をテーマに学校現場にとって指導主事として必要な「ものの見方・考え方」を提

言し続け、特に初任の指導主事には毎年高い評価を得ており、教育庁には録画を提供している。 
 
【具体的方策③】 

多様な教育的ニーズのある児童生徒の学びや学校の在り方について対話をとおして学び合う、「インクル
ーシブな学びの場を考えるセミナー」を昨年度に引き続いて実施した。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
■ ９月２７日（土）本学２階大教室において多様な教育的ニーズのある児童生徒の学びや学校の在りに

について対話をとおして学び合う「インクルーシブな学びの場を考えるセミナー」を実施し、教員・
保護者・児童生徒・福祉・行政・NPO 等、市民、大学生、大学院生、約 150 名の参加を得た。児童
生徒の側に立って授業や学校を捉え直し、対話をとおしてそのあり方について検討することで、今後
のインクルーシブな学びの場を創出に資することを目的とし、学習者の立場（不登校経験のある現役
高校生）、授業者の立場、学校経営の立場から問題提起し、参加者同士で対話を重ねるとともに、加賀
市教育委員会事務局長小林湧氏から提言いただいた。事後アンケートでは高い数値評価と肯定的な記
述が多くを占めた。 

次年度以降もインクルーシブな学びの場を創出するために継続的に実施する。 
 
【具体的方策④】 
■ 「育成指標に対応した教員研修を考える協議会の開催 

青森県及び中核市に共通する育成指標を踏まえて、これからの青森県の教育を支える教員の育成を
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青森県教育委員会及び中核市教育委員会、校長会など県内教育関係者で協議することを目的に開催し
た。 

   日時：令和 7 年 12 月 18 日（木）14 時～16 時半 
会場：青森市「青森県観光物産観アスパム 
各教育委員会の「研修観の転換に向けた取組」の発表者は以下に示す通りである。 
① 青森県教育委員会 青森県総合学校教育センター 副所長 福士 貴博 氏 
②  青森市教育委員会 青森市教育委員会事務局   副参事 横山 清之 氏 
③ 八戸市教育委員会 八戸市総合教育センター主任指導主事 佐々木亮子 氏 
④  弘前市教育委員会 学校教育課        課長補佐 斉藤 雅子 氏 

各教育委員会の発表を踏まえて協議を行った。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

青森県と２つの中核市を結ぶ機能を担い、校長会とも連携をとりながら次年度も継続して取り組んでい
く。独自に展開する各教育委員会の取組の情報を共有することで、研修観の転換を図る新たな発想を生み出
す契機となった。 
 
【具体的方策⑤】 

■学び続ける教員を支える新たな研修のひとつとして、最新の教育課題に関する公開セミナーを、対面研修
の難しい冬期にオンラインで実施する。 

【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
全 4 回の公開セミナーを開講し、第 1 回は「生成 AI」、第 2 回は「主権者教育」、第 3 回は「高校入試」、

第 4 回は「授業改善」をテーマに学内から 2 名、学外から 2 名の講師を招聘して実施する。1 月 23 日現
在、公開セミナーの参加予定者は、総計 126 名となっている。各回終了後に参加者アンケートを実施し、
本セミナーを評価することで、内容の充実、改善を図る予定である。 
 
【具体的方策⑥】 
■一般に広く開放する教員研修講座として、教師学び工房・グロウアップ講座及びアドバンス講座を展開す

る。また、この講座については、県教育委員会の中堅教諭資質向上研修前期及び後期の代替講座としても申
請する。併せて、弘前大学付属学校園の中堅教諭等資質向上研修としても活用できるようにする。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

グロウアップ講座及びアドバンス講座は、いずれも勤務校での実践をはさんだ 2 日日程で開催した。 
①グロウアップ講座「明日の授業に役立てる！ 子どもの新しい姿を発見する学習評価～パフォーマンス
評価やルーブリックの作成・活用を踏まえた授業づくり～」 8 月７日、１１月６日 参加者 30 名 
②「学校を活性化する実践を作り出す！ 協働ワークショップ」7 月３１日、9 月１６日 参加者 30 名 
学習指導（特に学習評価）をテーマとしているグロウアップ講座は、18 名の参加であった。本研修の主た
るコンテンツは、1 日目に最新の学習評価の理論や動向を踏まえつつ、パフォーマンス課題とルーブリック
を演習形式で作成して、2 日目に作成したパフォーマンス課題を実施した評価実践を報告・共有するという
ものである。 

研修後アンケートにおいて、本研修の参加者満足度は 100％であった。自由記述欄には、「普段はなかな
か余裕がなく、わかっていても実践できなかったことをやれる機会となり、そして実際に学んだことを実践
してみて、大きな収穫があったと実感しています」や「自分自身が学ぶ楽しさを味わうことができて嬉しか
ったです」といった記述が見られ、参加者が研修を通して学んだことが実際に自身の実践に役立てることが
できている、つまり一定程度の研修転移が実現したと評価することができる。 

学校組織を活性化するための考え方と技法を扱うアドバンス講座は、22 名の参加であった。本研修の主
たるコンテンツは、自身の勤務校の実態把握と課題の改善案を構想するというものである。また、この柱に
関連して若手支援や校内研修の活性化も内容として扱っている。 
研修後アンケートにおいて、本研修の参加者満足度は 90.9％であった。自由記述欄には、「ミドルリーダー
として、今までのように与えられた仕事をとにかくこなすというだけでなく、自分でこうした方が良いと思
ったことに対して自ら働きかける（変革をもたらす）ことが大事だと改めて実感しました」や「今後、自分
の学校でも、このことを生かしながら、積極的に会議で意見を述べたり、考えを共有したりしながら勤務校
の活性化のために取り組んでいきたい」といった記述が見られ、ミドルリーダー入門という本研修の意図は、
一定程度達成されたと言える。 

なお、令和 8 年度は、アドバンス講座の中心テーマを「生徒指導」に変更する。この変更は、ミドルリー
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ダー養成研修の役割を充実期研修講座に一本化して、グロウアップ講座のテーマを学習指導、アドバンス講
座のテーマを生徒指導にすることで、本学が主催する研修講座でテーマを網羅的に整理したためである。令
和 8 年度のアドバンス講座のタイトルは、「すべての子どもに対する生徒指導・教育相談をともに考える――
認知行動療法に基づく予防的介入とチーム学校による問題行動発生後の対応――」である。 
 
【具体的方策⑦】 

青森県教育委員会・青森市教育委員会・八戸市教育委員会が主催する中堅教諭等資質向上研修共通講座等
のミドルリーダー世代を対象とした研修について、プログラムを開発し講師を務める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
■ 八戸市教育委員会 

4 月２２日 中堅研前期共通講座に講師派遣  
4 月２４日 中堅研後期共通講座第 1 日に講師派遣 
5 月２９日 教師力・経営力アップ講座（４）校内研究編に講師派遣（事後アンケート↓） 

10 月３０日 中堅研後期共通講座第 2 日に講師派遣予定 
11 月７日 教師力・経営力アップ講座（１）カリキュラム・マネジメント編に講師派遣 

 
■青森市教育委員会 

 6 月２６日  青森市初任研特別支援教育基礎講座に講師派遣 
自由記述アンケートから 
・「普通学級での特別な配慮を必要とする生徒について、できないから配慮をするのではなく、本人の
困り感や思いを汲み取って支援をすることが必要であると改めて感じました。支援を必要とする生徒だ
けに支援をするのではなくて、ユニバーサルデザインの視点を持つことによりすべての生徒にとって学
びやすい環境にいるということがわかった。」（浪岡中） 
・「一見、 短所しかないように見える児童でも見方を変えると短所が長所になることを学習することが
できたので、とても勉強になりました。」（篠田小） 
◆本講座の内容・運営に関わって改善が必要なところや「このような内容を取り上げてほしい」などの
要望等  
・「児童生徒への配慮、普通級の保護者からグレーゾーンの生徒に対しての不満があったりします。理
解していただくにはどのように説明すればよいかなども参考にしたいです。」（浪打小） 

７月３日  臨時講師研修に講師派遣 
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■ 青森県教育委員会 
 4 月２３日  校長研修講座（前期）に講師派遣 

5 月１３日  中堅研前期共通講座（特支）に講師派遣 
   6 月２５日  中堅研後期共通講座Ⅰ（高校・特支）に講師派遣 
   7 月２８日  特別支援教育課程研究協議会に講師派遣 
 
【具体的方策⑧】 
   ミドルリーダー養成プログラム開発専門委員会を円滑に運営する。上記の内容を県教育庁・県総合学

校教育センターの指導主事等が中心となって、企画及び運営・総括し、連携を推進している。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
 ■ミドルリーダー養成プログラム開発専門委員会の設置 
  同専門委員会は、年間 6 回の開催を予定していたが、現在４回（5 月 27 日、9 月 11 日、11 月 18 日、

3 月中旬）の実施（予定含む）となっている。充実期研修講座、指導主事研修会、教師学び工房・グロウ
アップ講座、公開セミナーなどの教職大学院主催研修の実施内容、成果と課題、次年度の計画、広報など
について意見交換した。 

同専門委員会では毎回グループ協議を行っている。教職大学院と本庁とセンターの指導主事がそれぞ
れの現場で課題になっていることを話題に挙げ、情報を共有することで学校現場の状況や教員が直面し
ている具体的な課題への理解を深めていることが特徴である。研究協議会の下部組織として位置付けら
れたタスクフォースとして、喫緊の問題から中長期にわたる本県における教育ビジョンを協議すること
で立場を超えて本質的なテーマを取り扱っている。総合学校教育センターの所長・副所長には積極的に出
席をいただき感謝している。次年度以降も継続して取り組んでいきたい。 
■県外合同視察について 
  同専門委員会において企画されている、県教育庁・総合学校教育センター・教職大学院による県外合
同視察を以下のとおり実施した。 

１．趣 旨：管理職コースを先進的に導入している岐阜大学教職大学院にて、運営実態や県教育委   
員会との具体的な連携体制を調査し、実効性の高い体制構築に向け、運用のノウハウや課題を直接
確認し、今後の青森県の教育に資することを目的とする。 

２ 日 時：令和８年２月９日（月） 
３ 訪問先：岐阜県教育委員会教育総務課 岐阜大学教職大学院 

  ４ 訪問者：弘前大学教職大学院 教授・NITS 弘前大学センター長  吉田 美穂 
       教授・同副センター長       三戸 延聖 

准教授               川端  良介 
助教               若松  大輔 

青森県教育庁学校教育課小中指導グループ主任指導主事  松倉  良子 
                                   （以上 5 名） 
 
第２ 総務部会（教育環境及び運営体制の整備） 
【具体的方策①】 
  教職員支援機構や県市町村教育委員会等、関係機関との連絡・調整を密に行いながら、教職大学院教育

研究協議会を年 2 回開催し、協力体制の確立と連携強化に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 教職員支援機構（NITS）や県市町村教育委員会等、関係機関等との連携・調整 
（１）教職員支援機構主催研修への参加 
   ミドルリーダー養成コース院生全員（9 名）が「学校組織マネジメント研修」（オンライン開催・９

月の３日間）を受講し、全国の参加者と教育課題に関する意見交換を行った。学んだことは勤務校や各
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地区の先生方に還元される。 
（２）県市町村教育委員会等との協力体制の確立 
   ４月に開催された県立学校長会議、市町村教育委員会教育長会議において、今年度実施予定の研修等

を本教職大学院の HP の URL を周知させていただいた。また、県教育委員会との連携協定に基づいた
連携と協力、県教委主催研修への講師派遣やミドルリーダー養成コース院生の観察実習、中核都市の
教員研修への講師派遣、そして、連携協力校での実習等、多方面に渡って連携と協力を行っている。 

（３）その他関係機関との連携         
  ア 日本教職大学院協会研究大会が、秋田大学で１２月に開催予定で、ミドルリーダー養成コース２年

次院生がポスターセッションで研究報告を行った。また、本学の取組については、下の図にあるよう
に web で紹介されている。（ https://www.kyoshoku.jp/about002.html ） 

  イ 青森県総合学校教育センターが主催する「あおもり教育研究発表会」（１１月１４日（金））に１
年次のミドル院生（対面参加）及び１・２年次ストマス院生（オンライン参加）並びに教員の希望者
（対面またはオンライン）が参加した。その省察の一部は下記のとおりである。 

■ ミドル A さんの感想 要約（対面参加） 
研究発表を通して、説得力を高めるためには理論説明よりも実践の変容を具体的に語ることが重

要であると感じた。また、成果だけでなく実践の弱みや課題も共有することで、聞き手の疑問に寄り
添い、理解が深まると気づいた。研究員の姿から、実践を基に研究を進める者として大切にすべき姿
勢やスタンスを学ぶことができ、有意義な研修であったと感じた。 

■ ミドル B さんの感想 要約（対面参加） 
研究の課題把握、分析、結果の妥当性など研究プロセス全体の重要性を学んだ。特別支援教育課の

発表では、自身の研究テーマと重なる点が多く、現場の課題意識と指導主事の視点に大きなずれがな

https://www.kyoshoku.jp/about002.html
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いことを確認できた。質疑や事例から、根拠や先行研究、分析回数など客観性の必要性を痛感し、今
後は県の教育課題や管理職、現場の視点を結び付けた実践研究を進めたいと考えた。 

■ ストマス C さんの感想 要約（オンライン参加） 
居場所づくりの研究を通して、中学校進学への不安も含め、児童が安心して自己表出できる学級づく

りの重要性を感じた。道徳や日常の場面で意見を尊重することが他者理解につながると捉えた。また、
個別最適と協働的な学びの一体化は単発では難しく、単元全体で構成する必要があると考え、個人の意
見が埋もれないよう教師の調整や介入も重要だと感じた。UDL では、子どもが方法を選べるよう、ゴ
ールと評価基準の共有が不可欠だと理解した。 
■ ストマス D さんの感想 要約（オンライン参加） 

高校でも多様な学力や学びに困難を抱える生徒が存在する現実を踏まえ、特別な配慮を要する生徒
への支援研究の意義を強く感じた。個別の指導計画やチーム支援には、教員による正確な生徒理解が不
可欠であり、わかりやすい授業のためには、生徒の反応や活動中の動きを想定して授業を改善し続ける
必要があると捉えた。 

（４）附属学校園との連携 
   附属学校園との「教育実践協同研究会」（５月、７月、１１月（２回）、１月実施）へ全教員が参加

し、授業改善のための研究・研修を行った。 
２ 弘前大学教職大学院研究協議会の開催 
   今年度も学外委員１３名が全員参加できるよう対面とオンラインによるハイフレックス型の会議と

している。なお、昨年度、学外委員からいただいたご要望やご意見は、本教職大学院の HP で公開して
いる。次の URL にアクセスしていただければご覧いただけます。   https://www.edu.hirosaki-
u.ac.jp/gs/wp-content/uploads/2025/04/r6-evaluation.pdf 

   なお、第１回弘前大学教職大学院教育研究協議会の協議において、外部委員の皆さまより寄せられた
御意見・御要望並びに本教職大学院からの補足や回答は以下のとおりである。 

［Ⅰ］ 教職大学院への御意見・御要望等について 
A 委員 
   アンケート結果を拝見して、ミドルリーダーの先生方が活動に前向きに取り組んでいることがわか

った。本県の教員の年齢構成上、本県の教育を担うミドルリーダーの育成は大変重要なため、今後も充
実した授業内容やカリキュラムの設定をお願いしたい。 

   中南管内の小中学校の教員不足があるなかで、非常勤講師として院生を 6 人派遣していただけるこ
とに感謝申し上げる。 

   指導主事研修で 3 人の教員に講師を担当いただき、参加者からは素晴らしい内容だったと聞いてい
る。今後も充実した内容で研修を実施願いたい。 

B 委員 
   前回の本協議会で、新卒教員が一番きつい時期が夏休み前であるため、その時期に大学教員が新卒教

員を励ます機会を設けてほしいと話したが、教職大学院の教員の協力もあり、昨年に比べ今年はその
成果が表れていると感じている。他の市町村でも同じ傾向にあるので継続していただきたい。 

   教職大学院の教員が研修等の実施により、地域に定着してきていると感じている。特別支援の対応に
ついて教育関係者だけでなく、地域や保護者まで広めていける体制を一緒に考えていきたいと思う。 

C 委員 
   大学院の先生方には、市内の各種校内研修の講師及びアドバイスをたくさんいただき感謝している。

大学院の取組も、これまでの課題が次の年度には改善されており、毎年充実してきていると感じてい
る。しかし、学校の多忙化により、中心的な役割を果たしている教員を推薦することが難しい。また、
学費の負担が大きいことも推薦者がないことにつながっていると思う。先ほどの話にあった充実期研
修と中堅研後期研修を代替するということは教員の負担軽減につながるため進めていただきたい。 

D 委員 
   指導主事研修では、分野も学校種も置かれているバックボーンが全く違うなかで何かを伝えること

が非常に難しいと感じている。国や県でできないこともあるが、教職大学院は先進的に新しいことに
チャレンジしているところが素晴らしいと感じている。今後も連携して進めていきたい。 

https://www.edu.hirosaki-u.ac.jp/gs/wp-content/uploads/2025/04/r6-evaluation.pdf
https://www.edu.hirosaki-u.ac.jp/gs/wp-content/uploads/2025/04/r6-evaluation.pdf
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   フィールド実習では、専門高校がはいっている点が良い取組だと思う。自分たちが知っている分野よ
りも、全く知らない分野で教員と学生が関わることで活力を見出せると思っている。一方で、学校現場
では学生の夢を育む雰囲気づくりが大事であり、教員のやりがいを伝えられるような対応が必要であ
ると考えている。 

E 委員 
   教員不足によって外部の研修等に参加することが難しいという現状があるが、大学院で研究方法や

専門的な知識を得た教員が、他の教員をリードすることは極めて有効であると考えている。 
   本校からも 2 名の院生が取り組んでいるが、研究に対する意欲を心強く感じている。教職大学院の充

実したプログラムの下で、学校をけん引する人材が育成されることを願っている。 
F 委員 
   ミドルリーダー養成プログラムの参加資格を満たしてはいないが、非常に意欲が高い教員 1 名を昨

年度まで派遣していた。今年度学校に戻ってきたが、教職大学院で得た経験によって生徒指導面等で
の成長を感じている。一方で、研究熱心であるがために、現場に戻ってきてからの時間外勤務が多くな
っているので、今までの事例で参考になることがあればご教示願いたい。 

  推薦したい教員は多いが、金銭的な問題でためらっている可能性もあるので奨学金等の援助制度につ
いてご教示願いたい。 

G 委員 
   教職大学院の細かい活動について知る機会を得られて感謝している。他の委員の話を聞いて、現場が

必要としていることの細部にまで丁寧に対応していることを実感した。特に中堅研の代替講座として
充実期研修を実施することの提案については賛成である。15 分の 6 という軽減割合は相当大きい。多
忙な教育現場に対し、新しい研修の方法を示すといったことが教職大学院に求められている役目であ
ると改めて感じさせられた。 

   教師のウェルビーイングがテーマとして掲げられていると同時に「人生 100 年学習時代」とも言わ
れているが、その学びのホームグラウンドが弘前大学教職大学院であってほしいと思っている。 

H 委員 
   ミドルリーダー養成プログラムと充実期研修に多数の教員を派遣しているが、受講した教員の現場

への還元意欲を非常に感じている。 
   新規採用教員が特別支援教育の経験を積むことが求められているので、教職大学院の取組で協力い

ただきたい。 
   派遣された教員の 1 年目の心理面でのフォローを、今後も連携しながら取り組んでいきたい。 
I 委員（書面によるご意見・ご要望） 
（１）会議の在り方・・・もう少し活発な議論ができる場に 
  90 分のうち大学院（大学）側からの説明が約半分、残り半分を約 15 団体が各々5 分以内の意見となっ

ているが、参集範囲が大きいため日程調整が難しく（私自身ここ 3 回で 1 回しか出席できていない）、
また構成員も多いため、一人一回の発言とならざるをえず、相互への謝辞に時間がとられ、これほどの
方々が集まっていながらも意見や要望が深まっていないように感じる。そこで以下の①、②を提案す
る。 
① 事前に、アンケート形式で案件に対する「意見･要望･評価」を参加者･団体に依頼し、寄せられた
回答の中から大学院（大学）側で重要視する意見、又は複数の参加者･団体から寄せられた同じ意見な
どについて話し合う時間とする。その際、「ウィンウィンの関係」であることは明白なので、互いに尊
重し会っているからこそ「辛口の友人（クリティカルフレンドﾞ）」であると相互承認すれば、より効果
があると考える。 
② 年 2 回だけの全員参集の大きな会議だけでなく、重要案件やテーマ毎の小委員会を設置して、3 か
月に 1 回程度小グループ（できれば事務局席にいる実際に大学院生や学生を指導している弘大の先生
方も交えて）で話しあい、全体での研究協議会は年１とし、そこへ報告するような形式にできないもの
か。 

（２）ミドル院生について（昨年と同じ要望） 
  本人の研究テーマだけではなく、学校を取り巻いている諸課題について理解し、積極的にそれに関わっ
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ていこうとするミドルリーダーの自覚や資質･能力向上につながるプログラムを強化してほしい。 
（３）充実期研修講座、NITS・弘前大学の公開セミナー、院生向けの講座の公開 
  現場の教員にとって貴重な研修の機会になっていることから、今後も継続してほしい。 
（４）学校フィールドワーク実習 
  今年度の 2 名は、実習日以外でも時間を見つけては学校行事に参加したり、見学したりするなど生徒と

の関係も良好であり、教職員からの評価も高い。 
［２］御意見・御要望等への補足及び回答 
【補足】三戸プロジェクト総括 

充実期研修講座の中堅研後期代替に関しては変更手続きを簡易なものとして整理し、学校に速やかに伝
わるよう協力をお願いしたい。 

【F 委員への回答】中野先生 
①学校での時間外勤務が長くなっている件については、指導教員を通して指導をおこないたい。 
②入学金については奨学金を支給しているが、授業料については専修免許を取得できるということで、

受益者負担としている。ミドルリーダー養成コースの修了生が、管理職に就任することが多いことから、
教職大学院で学ぶ意義を宣伝していきたい。教員の負担軽減について引き続き検討をおこないたい。 

【I 委員への回答】中野専攻長 
（１）会議の在り方について 
   ①②の貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございます。ご指摘のとおり、より活発で実のある

意見交換の場とすることは、本協議会にとって大変重要であると認識しております。ただし、本研究協
議会は教職大学院のみならず教育学部全体で運営している関係上、90 分という時間的制約のなかで実
施せざるを得ず、十分な「協議の時間」を確保することが難しい状況にあります。そのため、事前に資
料を配付し、各団体において十分ご検討いただいたうえで臨んでいただけるよう配慮しているところ
です。また、ご提案の「小グループでの議論」については、本学では「教職大学院教育研究協議会要項 
第９」に基づき「弘前大学教職大学院ミドルリーダー養成プログラム開発専門委員会」を設置しており
ます。この専門委員会は年８回程度開催され、大学教員と県教委の指導主事とで毎回深い議論を行い、
大学院運営に大きく寄与していただいております。ご指摘いただいた趣旨は、こうした専門委員会の
活動と重なる部分も多く、今後さらに有効活用していきたいと考えております。 

（２）ミドル院生について 
   ミドルリーダーに関するプログラムの充実についてのご要望、ありがとうございます。本教職大学院

では、すべての授業が「学校を取り巻く諸課題の理解」や「それに主体的に関わる姿勢の育成」を意識
してシラバスを作成し、講義・演習を展開しています。加えて、「実習Ⅱ-A」では、大学院教員が講師
や助言者を務める県内の校内研修会・地域研修会に、年間延べ１５回を超える回数でミドル院生が帯
同・参加し、現場の課題解決に向けた研鑽を積んでおります。これらを通じて、ミドル院生が自らの研
究テーマを越えて、学校現場や地域の課題に主体的に関わる力を育成できるよう努めております。 

   今後もご期待に沿えるよう、プログラムのさらなる充実を図ってまいります。引き続き、どうぞよろ
しくお願いいたします。 

 
【具体的方策②】 
  教職大学院の教育・研究活動に関係する教員間の連携と情報共有を図り円滑な組織運営に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

 今年度も、部会長会議の開催回数は繁忙期である 3・4 月を除き、1 か月当たり 2 回とし、会議時間の
効率化を図るとともに、各種研修の機会を確保することで、「超少子化時代に求められる学校の well-being」
についての研究を継続している。会議の開催回数は抑えているものの、電子メール等を活用して適切に情
報共有を行うことで、組織運営に支障を来すことはない。また、会議資料については、可能な限り紙媒体
ではなく電子媒体で配付している。あわせて、授業教材や実習関係の文書類についても電子化が進んでい
るが、現時点では特段の問題は生じていない。 
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【具体的方策③】 
  事務部との連携の下、予算の確保と計画的な執行を図り、院生の学修環境の整備に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

  今年度は、本部予算の逼迫に伴い、教職大学院に配分される予算が大幅に削減された。その結果、これ

まで当然のように実施してきた各種事業についても、経費削減を前提とした運営方針への転換を余儀なく

された。具体的には、広報に係る印刷物の作成については、可能な限りオンライン印刷サービスを利用す

ることとし、また、教育実践研究発表会の会場についても、学外施設から本学内の会場へ変更した。さら

に、カラーコピーは原則として使用しないこととし、コピー代を従来の約 10 分の 1 に削減した。加えて、

これまでは貸出用 ICT デバイスの整備を進めてきたが、今後は BYOD（Bring Your Own Device）方式へ

の移行を念頭に置き、新規購入は控える方針としている。また、財務面での透明性と健全性を確保するた

め、支出状況については総務グループと前期より継続的に情報を共有し、赤字を回避できるよう、定期的

に確認を行っている。一方、これまで計画的に整備してきた備品や教育資源があるため、現時点では院生

の学修環境はおおむね良好に維持されている。 

 

第３ FD・教務部会（教育内容等の改善のための組織的な研修・教育課程の実施と改善） 

※FD=ﾌｧｶﾙﾃｨ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ＝教育内容等の改善のための組織的な研修 

【具体的方策①】 

 教職大学院の理念・目標・制度について組織的理解を図り，具現化に努める。 

【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

  本教職大学院では開設９年目，改組から 5 年目を迎えた。一昨年度，院生や学校現場のニーズを踏ま

え，特別支援教育に関する発展科目「ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくりの理論と実践」

「特別な教育的ニーズへの対応とマネジメント」２科目の新設により改組後のカリキュラムが完成し，学

校現場との連携の下，積極的に実地演習を実施するなど，学校現場の喫緊の課題に応じた，より実際的な

学修を展開している。 

今年度はさらなる教育研究活動の充実を目指し以下の FD 活動を計画・実施している。①教職大学院の

理念・目標・制度を理解する研修（７回），②教員の教育技法を改善するための支援プログラム（授業参観・

授業研修；４回），③アセスメント（学生による授業評価と授業検討会；２回），④教員研修会及び教員と

院生による懇談会（２回），⑤自己点検・評価活動とその活用（１回），⑥その他「メディア（遠隔）授業

ガイダンス」「授業における生成 AI の活用と課題」。以上，計 17 回の FD 活動のうち，現時点で 14 回

の FD 活動を終えている。 

これらの FD 活動をとおして改めて専従教員全員が教職大学院の理念及び目標，制度を再確認し十分に

理解を図るとともに，4 つの力の育成とカリキュラム・マネジメントを意識し，特色の１つであるＴ・Ｔ

による教育効果及び成果の向上に向けて，研修会及び授業公開をとおして意見交換等を行い，授業改善に

取り組むなど，教育活動の一層の充実を図っている。 

また，今後の各教員のゼミ指導や授業改善の充実に向け，各研究者教員，実務家教員の協働をさらに促

進するための具体的方策として，各教員が取り組んでいる研究・実践の現況について各自がスライドにま

とめて共有することにより，相互理解を深めた。さらに，本データを院生に配布・周知し，相談週間の充

実を図り，院生と教員のつながりの強化や教員同士の連携・協働の促進を図ることに努めている。 

 

【具体的方策②】 

 メディア授業を含む教員の教育技法改善に向けた授業公開や研修活動に努める。 
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【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 

年度当初に授業のノウハウを伝達・共有した。FD「②教員の教育技法を改善するための支援プログラム

（授業参観・授業研修）」については，４月に「互見授業 week」として，一週間の全ての科目を対象に教

員間で授業を相互に見合った。授業の感想や工夫点，課題等についてアンケートフォームで意見集約し，

協議を行うことをとおして，教育技法に関するノウハウや課題の改善方策等について共有し，検討した。 

新たに教職大学院に着任した教員とのティームティーチングを展

開する上で互いの指導技術を確認でき，有効に機能した。 

また，５月には「授業公開 week」として，学内外の学生に授業を

公開し，参加・体験の機会を設定した。結果として，他大学を含む７

名の参加を得た。参加学生の感想から，学校現場で求められる喫緊の

課題に応じた実際的，具体的なカリキュラムに刺激を受けたという声

が寄せられた。 

  以上の取組をとおして，授業については，オンラインは各教員が

日常に取り入れられるレベルに到達していることを前提に，適宜必要

に応じて実施できるようになっている。教員の ICT の活用スキルの更

なる向上とともに院生への研究指導や実習等の事前・事後指導を含む

真に効果的な学修展開について協議が深まった。 

 ◆授業参観・授業研修で出された意見の抜粋（教員）  

・「インクルーシブ教育システム」は喫緊の課題でもあるテーマであり、院生それぞれが関心のある内容

について調べ、情報共有していた。合理的配慮については現場では求められることが多くなり得ることか

ら、学習指導要領解説や特総研のインクルＤＢに着目していく視点は身に付けておきたいところだ。 

・当たり前と思ってルーチンで行っている活動が、本当に必要な活動になっているのか、整理された視点       

から見直す活動になっていた。特にミドル院生にとってはよくよく考えさせられる内容だった。  

・日本の特別支援教育の歩みを概観するとともに、この国が先の大戦の敗戦後経済政策を重視するあまり 

弱者の視座に立った教育政策があまりにも軽視されてきた過去を問われている。なぜ、現在インクルーシ

ブ教育が必要とされているのか、今一度当事者である子どもたちの学びを導く専門職としての教師の課

題意識を醸成させる授業だ。 

・用語のクイズについて。知っているはずであろうと思って進めていると、実は知っていないということが 

あるため適宜用語の確認を入れていくことが大事だ。 

・事例検討だけでなく、チームでの課題解決場面の設定も「協働力」を高める上で効果的だ。 

他多数 

◆公開授業の学生の声 

・教員として学級を運営していくために若者世代の友人関係を考えることの難しさを実感するのと同時に、

自分とは違う様々な意見を聞くことができ、考えがより深まった貴重な時間でした。（本学 1 年） 

・現在大学で、保幼小の免許を取るために勉強していますが、それぞれが別物として区別された講義だった 

 ので、今回初めて保幼小接続の観点からどのように授業を展開できるのかを考えることができとても有

意義な時間になりました。実際に現場で教員として働く際に、子どもたちにどのように学んでほしいのか

を幼児期の学びを児童期の学びの接続の観点から考えていきたいと思った。（他大学） 

・これからにつながることがたくさん聞けて勉強になりました。ありがとうございました。（他大学） 
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◆公開期間中の授業の YouTube 配信 

昨年度から弘前大学次世代ウェルビーイング研究センターとの共
同企画として，公開期間中の授業を YouTube 配信している。秋の公
開授業 VOL.2 では、公開期間を 10 月 23 日～12 月 8 日まで期間を
延長するとともに、公開授業数も延べ 34 コマと拡大して実施した。
しかしながら、参加者数は２名と非常に少なく、今後に課題を残す結
果となった。参加者数の減少の主な原因として、学部卒生を対象とし
たストレートマスターの次年度入学者選抜結果が判明しており、定員
がすでに充足されていたことが挙げられる。次年度以降もストレート
マスターコースへの入学者が早い段階で決定する傾向が続くことが
見込まれていることから、実施の趣旨と計画を見直す必要がある。 

なお、参加者のインタビューからは高い評価を得ており、「『地域教
育課題研究』『教育法規の理論と実践』の授業に連続して参加した。グ
ループワークへも積極的に取り組み、深い議論ができた。現在、人文
社会科学部３年であり、将来的には教職大学院への進学を考えている」
という意見を聴取した。応募のターゲットを学部の１～３年に絞った
展開を考える上で貴重な意見であった。 

 
【具体的方策③】 

授業・実習等の円滑な実施に向け，院生によるアンケートを含めた評価改善活動に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
  後期は１回ポートフォリオ検討会を行った。ポートフォリオ検討会とは，院生が観点「４つの力」に沿

って自身の学びをふりかえったポートフォリオを持ち寄って，学びを対話的に物語る機会である。大学教
員は，この検討会に参加して，アンケート等の数量的には十分に見ることができない，院生たち個々人の
学びを把握した。 

後期の授業アンケートを収集・整理した。後期前半・後期後半の時期ごとの周知，院生ごとの履修状況
と回答科目の整理と個別の周知を進めることで，回収率及び回答の妥当性向上をねらった。 

◆後期授業アンケートの結果の概要  
 後期授業アンケートは，「教員に求められる“4 つの力”」，つまり「自律的発展力」「協働力」「課題探究

力」「省察力」に基づいて 11 の質問を準備して，6 件法で調査している。質問は次の通りである。 
【自律的発展力】(1)本授業は，教育に関する興味関心を広めることにつながった 
【自律的発展力】(2)本授業は，教育に関する物事の見方や考え方を深めることにつながった 
【自律的発展力】(3)本授業は，教員としての自らの能力をより高めようとする意欲が高まることにつな
がった 
【協働力】(4)本授業は，ほかの人に対して自らの考えを伝える力が高まることにつながった 
【協働力】(5)本授業は，ほかの人の多様な意見を尊重する姿勢が高まることにつながった 
【協働力】(6)本授業は，グループワークにおいてその場で求められる役割を果たすことにつながった 
【課題探究力】(7)本授業は，教育実践上の新たな課題を見出すことにつながった 
【課題探究力】(8)本授業は，教育実践に関する課題認識を深めることにつながった 
【課題探究力】(9)本授業は，教育実践に関する課題の解決方法について検討する機会があった 
【省察力】(10)本授業は，学んだことについてふりかえる習慣が身につくことにつながった 
【省察力】(10)本授業は，自らの教育実践について内容と関連づけてふりかえることにつながった 
【省察力】(11)本授業は，教育実践にかかる自らの課題認識に関して新たな気づきを得ることにつなが
った 

 
 後期授業アンケートは，まだ集計途中であり，すべての授業の集計結果をもとに、FD 活動をとおし

て教員間で意見交換し、授業及びカリキュラムの改善を図る予定である。以下，M1 を対象とした 12 授



17 
 

業のみの回答の集計結果について報告する。 
どの授業もほとんど「非常によくあてはまる」「よくあてはまる」「ややあてはまる」と肯定的な評価で

あった。その中で，「ややあてはまる」が多く，相対的に見ると，他の項目よりもスコアが低かったもの
は，「【協働力】(4)本授業は、ほかの人に対して自らの考えを伝える力が高まることにつながった」「【協
働力】(6)本授業は，グループワークにおいてその場で求められる役割を果たすことにつながった」であ
った。いずれも前期からスコアの低さが目立つ項目であり，特に後者は前年度からスコアの低さが課題
となっている。一方で，「【協働力】(5)本授業は，ほかの人の多様な意見を尊重する姿勢が高まることに
つながった」は，前年度に引き続き高いスコアを維持している。このことから，協働力の中でも「『他者
の』意見を傾聴・尊重する態度」は授業を通じて培われていると評価できる一方で，「『自らの』意見を
伝えたり，『自らの』役割を果たしたりする態度」には課題があると考えられる。前期から引き続き，各
授業において，相手の意見を尊重するだけでなく，自らの／自らの役割に応じた意見を主張することも
伝えていきたい。 

【具体的方策④】 
  授業評価の活用や院生との懇談会の実施により，カリキュラム及び授業の工夫・改善に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
  懇談会として，８月と２月に授業や実習，大学院生活全般について，教員と学生の懇談の場を設け，今

後の授業等の充実を図ることを目的として意見交換を行っている。 
  前期懇談会では，例年のように課題提出に負担を感じているという意見が一部 M1 ストマス院生から

挙げられた。本課題については，教員採用試験への対応も鑑み，全科目の 15 回の授業における課題状況
やスケジュール等を集約し，可視化と調整を図るなどして丁寧に情報提供してきた。また，一昨年度から，
学修ポートフォリオの活用による院生との対話の機会である「ポートフォリオ省察会」を進めることによ
り，不安や負担の軽減と成長の実感を図るよう努めている。 

  なお，今後予定している後期懇談会では，経験を積んだ M2 と M1 を混合した少人数グループで対話
する形式に変更することで，院生一人一人が自分たちごととして自治し，院生生活の充実を図れるように
なることを意図した。 

これらを通して院生一人一人の自治意識やタスクマネジメント意識を高めるとともに，既に整えられて
いる相談・調整体制の活用を図るよう，働きかけている。設置からこれまでの懇談会を踏まえて評価・改
善を積み重ね，改善・工夫に努めてきたことで，概ね教体制は整ったと捉えられるが，今後さらにカリキ
ュラム及び授業の工夫・改善を図り，一層の充実を目指していきたい。 

 
第４ 実習部会関係（実習体制の整備と充実） 
【具体的方策①】 
 各実習の前年度の成果や課題を踏まえて、必要に応じて実施計画を修正するとともに、各実習の目的達成
のため、必要な対応を行い、実習の充実に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ ミドルリーダー養成コース 
（１） 各実習の実施状況 
①附属学校園等観察実習（４月２２日～５月８日、５日実施）（M１スト
マスも５日実施） 
・会場：附属幼稚園・附属小・附属中・附属特別支援学校・弘前高校。
実施に当たっては、大学院教員が事前に実習会場に赴き、担当者と実施
計画（実習内容や日程等）について、入念な打ち合わせ・調整等を行う
ことで、各実習の目的に合うものになるよう努めた。 
②教育関連施設観察実習（５月１３日～５月２９日、５日実施） 
・会場：青森県教育庁・弘前市教育委員会・青森県総合学校教育センタ 
ー・青森県総合社会教育センター・梵珠少年自然の家。実施に当たって 
は、大学院教員が事前に実習会場に赴き、担当者と実施計画（実習内容 
や日程等）について、入念な打ち合わせ・調整等を行うことで、各実習 
の目的に合うものになるよう努めた。 
③授業実践省察実習（６月１２日～６月２６日、４日実施） 
・会場：附属小・附属中・附属特別支援学校。実施に当たっては、会場校の授業対象学級の担任や教科担当
教員と授業の題材や指導計画について事前に話し合いを行い、実習当日の授業実践に備えた。当日の授業で 
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は、いずれの院生も実力を発揮し、児童や生徒の実態に合わせて優れた授業を展開していた。授業後の協議
では、活発な意見交換がなされ、実践の内容等についての深い省察が行われた。 
④メンター実習(９月２日～９月９日、各院生２日実施) 
・メンター実習は、ミドルの院生（メンター）がフィールド実習を行っ 
ている学部卒院生（メンティー）に必要な助言を行うなどして、自身の教育観や指導観を見直す機会とする
ほか、メンティーが抱える課題を把握し、その取組に寄り添い支える資質・能力を高めるために実施され、
メンターにとってはもちろんのこと、メンティーの視点からも有意義な実習となった。 
⑤１年次勤務校実習(８月１９日～９月２９日、各院生４日実施)  
・１年次勤務校実習は、勤務校の課題等を把握するとともに、院生自身の実践研究のテーマについて検討す
るものである。院生は各勤務校の管理職や同僚への聞き取り調査を行い、在籍児童生徒の教育活動の状況の
観察等を通じて、自身の実践研究で取り組む課題の把握に努めた。 
⑥２年次勤務校実習（令和７年１月～令和８年１月、各院生１０日実施） 
・２年次勤務校実習では、指導教員が２年次院生の勤務校に出向き、各院生の実践研究課題解決に向けた指
導を継続して行った。 
⑦研修会等参加実習（令和７年７月３日～令和８年１月１３日、各院生１７日実施） 
・研修会等参加実習は、大学院教員への講師派遣要請のあった学校や教育委員会等の研修施設に院生が帯 
同し、研修の運営等を学ぶことを目的に実施した。 
２ ストレートマスターコース 
（１）各実習の実施状況 
➀学校フィールド実習 
ⅰ 実習協力校及び院生配当状況 
・小学校（文京小２名、桔梗野小１名、大成小１名、朝陽小１名、松原小２名） 
・中学校（弘前一中２名、弘前三中２名、弘前四中２名、東中１名、津軽中１名） 
・高等学校（弘前高２名、弘前中央高１名、黒石高２名、弘前実業高２名、弘前工業高１名） 
ⅱ 学校フィールド実習の実施状況 
・１年次前期：１０日（集中実習 5 日間を含む） 
    後期：１２日 計：２２日 
・２年次前期：１７日（集中実習１０日間を含む） 
    後期：１２日 計：２９日 
 学部卒院生が行う学校フィールド実習では、実習協力校 
との綿密な打ち合わせにより、各院生や実習協力校の実情に 
合わせて、実習日や実習内容を調整しながら実施した。各院 
生とも規定の日数を確実に実施するとともに、自己の課題解 
決に向けて、実習担当教員等の助言を踏まえながら取り組む 
ことができた。 
 実践研究を通して得られた知見をまとめ学習成果報告書を 
作成し、教育実践研究発表会で報告した。 
➁附属学校園等観察実習 

実施状況については、ミドルリーダー養成コースの①の記述参照。 
 
【具体的方策②】 
 実習を行う場となる教育関連施設や学校を所管する各教育委員会、実習協力校と、必要な連絡・調整を円
滑に行い、実習の充実に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 連携・調整の場・機会 
（１）学校フィールド実習連絡協議会 

（第１回実施日：令和７年４月１０日 第２回実施予定日：令和８年２月１９日） 
（２）附属学校園等観察実習・事前調整 
（３）教育関連施設観察実習・事前調整 
（４）授業実践省察実習・事前調整 
（５）学校フィールド実習校事前打ち合わせ・実習生顔合せ 
（６）メンター実習・事前調整 



19 
 

２ 連携・調整の状況 
 年度初めに、第１回学校フィールド実習連絡協議会を開催した。本協議会では、青森県教育庁をはじめ、
弘前市教育委員会、学校フィールド実習協力校及び附属学校園の関係者並びに校長等が一堂に会し、教職大
学院から学校フィールド実習の目的や実施方法等について詳細に説明し、共通理解を図った。また、各校の
実習計画についても、入念な打ち合わせを行った。 

今年度は、実習計画に基づき、必要に応じて柔軟に調整を図りながら学校フィールド実習を行うことがで
き、規定の実習日数を確実にクリアするとともに、その目的を達成することができた。 

附属学校園等観察実習、教育関連施設観察実習、授業実践省察実習での連絡調整については、具体的 
方策①の項で、述べたとおりである。 
 
【具体的方策③】 
 実習に臨む際の事前指導を綿密に行うとともに、実習中の中間 
指導、実習後の省察の深化を図り、実習の目標達成に向け、内容 
の質的な充実に努める。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 事前・中間・事後の指導の場・機会 
（１）実習ガイダンス（実施日：４月 ３日） 
（２）附属学校園等観察実習・事前指導（実施日：４月 ８日） 
   同         ・事後指導（実施日：６月 ３日） 
（３）教育関連施設観察実習・事前指導（実施日：４月１７日） 

同         ・事後指導（実施日：７月 １日） 
（４）前期フィールド実習 ・事前指導（実施日：４月１７日） 

同         ・中間指導（実施日：７月２２日） 
   同         ・指導教員（窓口教員）訪問指導 
                  （実施日：随時） 
（５）研修会等参加実習  ・事前指導（実施日：４月１７日） 
   同         ・事後指導（実施日：２月 ５日） 
（６）メンター実習    ・事前指導（実施日：７月 ３日） 
             ・事後指導（実施日：１０月９日） 
（７）勤務校実習     ・事前指導（実施日：７月 ３日） 
             ・事後指導（実施日：１０月２日） 
（８）２年次勤務校実習  ・事前指導（実施日：１２月１６日）※Ｍ１対象：次年度の事前指導 
２ 指導の状況 
 すべての実習について、実施前に、対象の院生に向けて事前指導を行った。事前指導では、実習の目的や
コース毎の目標を示すとともに、各院生の課題意識を喚起するよう努めた。事前指導後には、院生が設定し
た課題等について「事前指導シート」に記入、指導教員（窓口教員）及び副指導教員（副窓口教員）に提出
させ、情報共有や指導助言に役立てた。 

実習終了後の事後指導（省察検討会）では、実習を通して得られた「実習の成果や課題」を「実習省察シ
ート」に記入、グループ内での協議を行った。また、その後全体会で全体協議を行い、学びを深めた。 

学校フィールド実習については、実習期間が断続的で長期に及ぶことから、実習期間の中間に一度指導
（中間指導）を行っている。中間指導では、各院生に、その時点での「実習の成果や課題」について「実習
省察シート」にまとめさせるとともに、院生同士で発表・協議を行った。大学院教員もそれぞれのグループ
の中で適宜指導・助言を行った。指導後は、各院生が助言等を踏まえ、次の実習での課題解決について熟考
するとともに、改めて省察シートに加筆するなど、学びを深めた。 

今年度は、各院生の実習上の課題がより一層図られるようグループ構成を見直したことで、実習の改善や
解決に向けた意見がより多く出され、次年度に向けて自身の省察を深めていた。 

次年度も引き続き、各実習の事前指導、中間指導、事後指導において、各自が省察の深化を図れるよう、
指導内容の充実に努めていく。 
 
第５ 入試・フォローアップ部会関係（入試関連業務・教育実践研究関連業務及び広報活動の体制の整備） 
【具体的方策①】 

入試広報活動の充実を図り、教職実践専攻の入試にあたっては、適正で公平な入試業務の遂行とその体
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制づくりに努める。
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 入試広報活動 

入試広報活動においては、学生募集のパンフレット及びポスターを
作成し、本学教育学部教員一人一人及び他学部へも送付し、教職課程
を履修している学生への周知を依頼した。また、県内はもとより全国
の国立・私立の教員免許取得可能な大学へ送付し、ホームページにも
掲載した。また、例年入学者の多い近隣大学（柴田学園大学、弘前学
院大学、青森公立大学、青森中央学院大学）へは直接訪問による広報
活動を行った。また、本学他学部への広報用動画の作成、オープンキ
ャンパスにてＷｅｂでの広報用動画の作成を行った。 

さらに、入学者を対象とした「入試広報の効果」に対するアンケー
トを毎年実施し、効果的な広報活動の参考にしている。これまでの結
果からは、➀学部授業内での説明、➁ニュースレターや先輩・親・友人
からの紹介、➂ホームページ、➃ポスターやパンフレットが大きな広報
効果を示していることがわかっている。今後も継続して多様な方法で
広報活動を進めていきたい。 

２ 広報誌ニュースレターの発行 

発行はこれまでどおり年３回で、配布先は県内全ての学校及び教育委員会等の教育機関である。本大学
院の理念や新任教員・新入生の紹介、授業や報告会の様子、報告会・進学説明会等の広報を中心に記事を
掲載している。昨年度は新たな試みとして、修了生の現場での活躍の様子も掲載した。教職大学院での学
びと研究が現場にどのように生かされているかを具体的に紹介できるだけでなく、在学院生の励みにも
なっている。また、NITS 弘大センター主催の研修講座の案内も随時掲載した。今後とも、教職大学院の
取組を広く知ってもらうべく、誌面の工夫を重ねていきたい。 

３ 進学説明会の実施 
１期入試に向けた第１回進学説明会を 7 月 16 日に実施し、学内外から 14 名の参加を得た。進学説明

会では、１年次学部卒院生の体験談を伝える時間も設けた。院生には参加者から多くの質問もあり、それ
によって教職大学院生活を具体的にイメージできていたようだ。また、参集した進学希望学生に対する個
別相談の時間を丁寧にとるように心掛けた。随時、個別相談は受け付けており、オンラインでの相談にも
応じる事としている。 

また、本学教育学部の４年次の必修科目「教職実践演習」の終了後に、「教職大学院の理解をしてもら
うような広報と進学意向調査」を実施した。多くの広報手段を用い、教員志望学生の学士課程３年次の早
い時期から情報入試ができるよう働きかけるとともに、機会をとらえ、回数を重ねて学生の教員志望の進
路の意思決定の度合いの時期も勘案しながら、きめ細かい情報提供を行っていきたい。 

学生募集パンフレット(表紙) 

広報誌ニュースレター(表紙)左から 25号,26号,27号 
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第 2 回進学説明会は 9 月 24 日、第 3 回進学説明会は 11 月 26 日に実施したが、今年度は、第 2 期の
入学試験で学部卒コースの合格者数が募集定員に達したため、学部卒コースの第 3 回進学説明会は行わ
ないこととし、現職教員向けの実施となった。学部卒コースの応募者が増加した要因としては、「「優れた
教師人材の確保に向けた奨学金の返還支援の在り方について 議論のまとめ」（令和６年３月 19 日中央教
育審議会初等中等教育分科会教員養成部会）を踏まえた教師になった者に対する奨学金返還支援に関す
る周知等について（通知）（６文科教第 347 号 令和６年５月９日）」があげられ、昨年度から続く傾向で
ある。また、学部卒コースの応募者については、これも昨年度から他学部生（特に理工学部）が増加して
おり、これについても今後の推移を見守りたい。 

４ 適正で公平な入学試験の実施 
１期～３期までの３回の入学試験（学部卒コースにおいては 1 期～2 期）において、適正で公平な入試

が実施できるよう、これまでの実施を検証し、体制を整備し、教職大学院教員が一丸となっての入試業務
を遂行した。2026 年度の入学者選抜選考の合格者は、ミドルリーダー養成コースが 9 名（うち 1 名は附
属学校より）、学部卒学生の学校教育・教科領域・特別支援教育実践コースは計 12 名となっている。 

なお、これまでの入学者を対象とした「入試広報の効果」に対するアンケートでは、➀学部授業内での
説明➁ニュースレターや先輩・親・友人からの紹介➂ホームページ➃ポスターの順に広報方法の効果が得
られており、今後も継続して多様な方法で広報活動を進め、継続してその検証を行いたいと考えている。 

 
【具体的方策②】 

「学習成果報告書」の作成・管理に向けた要領の理解を深め、「教育実践研究発表会（年次報告会・中
間報告会・最終報告会）」の院生が主体的にかかわるような企画運営要領作成及び実施に向けて取り組む。 

【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 「学習成果報告書」作成・各報告会にむけたガイダンスの充実  

２年次修了時に最終審査を受ける「学習成果報告書」・１年次の「年次報告書」・２年次の「中間報告書」
の作成・管理に向けた要項を作成し、ガイダンスや教育実践研究の機会をとらえて、院生への丁寧な周知
を図っている。特に、２年次のミドル院生は、勤務校にて実践研究を進めていく関係で、3 月末にガイダ
ンスを実施し、１年間を見通して実践研究ができるよう配慮した。 

２ 中間報告会 
新型コロナウィルス感染

症の拡大をきっかけに、オン
ラインや対面方式とのハイ
ブリットでの発表会を実施
してきたが、このことによっ
て、全国の教育関係者の参加
を促進する効果を生んだ。そ
のため、今年度の２年次院生
による「中間報告会」も、こ
のハイブリット方式で、発表
及び配信会場を教育学部と
し、１１月１日（土）に実施した。オンラインでの参加者は、広島、静岡、岩手など県外を含め１０名ほ
どおり、対面での参加者も合わせると 100 名ほどにのぼった。分科会ではオンライン参加者からも質問を
いただくなど活発な質疑応答、協議が行われた。また、連携協力校の校長先生方から示唆に富んだ御講評
を頂戴した。２年次院生は、最終報告書の作成に向けて課題や今後の方向性を明確にすることができた。 
 また１年次院生は、報告を聞きながら自身の研究のための研鑽を積む機会とするとともに、この報告会
の司会やオンライン・放送等の機器操作、計時・記録等の運営を担当し、研修会等運営のスキルアップの
機会となった。 

３ 教育実践研究発表会（年次報告会・最終報告会） 
昨日、２月１６日（月）に、青森県教育委員会より共催をいただき、５０周年記念会館を会場として、

１年次院生による年次報告会および２年次院生による最終報告会である「教育実践研究発表会」を開催し
た。オンラインでは、県内のほか大分、高知、埼玉、東京など各地から２０名ほど参加いただき、対面を
含め合計１００名ほどの参加を得て実施することができた。発表と質疑応答、地域連携協力校の校長先生
方による御講評で、研究成果の吟味や更なる課題の発見、今後の研究方針の探究を深める場とすることが
できた。参加者の中には、教育学部３年次の授業「子どもとカリキュラム」の受講生も参加しており、教

中間報告会の様子 
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職大学院の活動を理解してもらうと同時に教職希望学生の学校教育への探究を深める機会ともなった。 
 
【具体的方策③】 

教職大学院の周知のために、研究活動を公表する「年報」の発刊を行う。 
【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 院生・教員研究活動公開の場づくり 

教職大学院周知のために、ＨＰの充実をはかっている。院生及び関係教員の研究活動を公表する「年報」
の７号を「弘前大学機関リポジトリ」と国立国会図書館への登録を行った。 

現在、「年報」８号発刊（令和 7 年 3 月）に向けて編集作業を進めている。 
２ 修了生の研究促進の場づくり 

今年度も修了生からの投稿があった。これまでも、修了生の現場での実践研究公開の場として、ホーム
カミングデーなどを実施してきたが、その発表の場が院生・修了生対象のホームカミングデーから NITS
弘前大学センターが主催する広く県内の教員対象とした各種研修にスライドし、修了生の研究活動還元・
貢献の場が確保されている。一方で、「年報」による論文の紙上発表とリポジトリを通じた公表が、修了
生の更なる研究促進の場となってくれることを願っている。 

【具体的方策④】 
修了生のキャリアを支援するためにホームカミングデーの開催や「修了生連絡会」の取り組みに努める。 
また、院生の教員採用試験対策への支援の充実に努める。 

【目標達成状況及び次年度に向けた課題と解決策】 
１ 院生の自主的活動としての「ホームカミングデー」の実施 

中間発表会同日実施す
るハイブリットでのホー
ムカミングデー（在学院生
と修了生の交流機会）の開
催に向け、在学院生が修了
生との協議を進めた。修了
生や院生との活発な意見
交換となるよう、修了生連
絡会の各期２名の代表者
と在学院生とオンライン
会議で調整を図った。実施
要項案、チラシ、会場の設営、役割分担、進行等を、１年次ミドルリーダー院生が学部卒院生をリード
しながら計画し、全員の効力感を高めることができるよう配慮した計画となっている。 

１１月１日（土）の「中間報告会」後に行われたホームカミングデーは、メイン会場と４つの分科会
場を設け、アットホームな雰囲気の中で、修了生の院生時代の苦労話や研究の進め方、現場で研究がど
のように生かされているのか、さらに院生の様々な疑問に答えながら交流する有意義な時間となった。 

２ 学部卒院生のキャリア支援としての教員採用試験対策 
教員採用試験を受験する学部卒院生に対し、全教員支援による教員採用試験対策を実施している。 
院生は、青森県教員採用試験だけでなく、北海道、岩手県、宮城県、東京都など他都道府県・政令市

の教員採用試験にも挑戦している。教科筆記試験は自身の努力によるが、個人面接、集団討論、模擬授
業、場面指導、小論文、教科教育法等への対応は、教職大学院の授業において専門的な知識が獲得され、
現職教員と学部卒院生が同じグループの中で議論を戦わせていることからその下地はできあがってお
り、教職大学院で学んだ力が教員採用試験の場でより発揮されるよう、教員を面接官とした練習場面を
計画し、何回かの練習を通して、持っている知識を言語化し、整理し、質問に正対しつつ限られた時間
で述べる訓練をした。まずやってみて、修正し、整えるために、個人面接・集団討論それぞれ 1 人 6 回
程度の練習の機会を設けているが、活用する、しないは本人の希望に任せている。（延べ実施回数 個人
面接練習：100 回ほど、集団討論練習：６回、教科指導法は学部研究者教員より適宜） 

近年、教育学部以外を卒業した増えたため、院に入って初めて採用試験を受験するという院生が増え
ている。そのため、２年間かけて合格できるように丁寧な指導を心がけている。今年度は、１年次院生
は・２年次院生合わせて１１名が受験し、５名が合格している。特に２年次院生は昨年までの合格者も
含めると在籍１０名中９名の採用内定者を得ている。１年次院生は現在合格している者は１１名中６名
であり、あとの５名も来年度の合格を目指している。 

ホームカミングデーの様子 
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● 以上の報告を踏まえ、外部委員からの述べられた御意見・御要望及び評価等について、また、質
問に対する回答は、以下のとおりです。（A 委員、B 委員･･･とは、御参加の任意の委員を示しており
ます。）

Ａ委員 
毎回本会議に参加して、教職大学院の活動が年々充実していると感じている。 人の成長という点で
は、近隣の大学を卒業後、教員採用試験は合格しているが、 
教職大学院での学びを選択した学生が、２年間でだいぶ成長されたという話を聞き、大学院でのき
め細かな指導のおかげだと強く感じている。 
地域の成長という点では、教職大学院の教員がインクルーシブ教育やコミュニティスクールについ
ての講座の講師を務めていただいた結果、就学相談の件数が増え、参加した教員から保護者や地域
市民に確実に成果が伝わっていると実感している。 

Ｂ委員 
中南地区管内では、毎年１名を教職大学院に派遣している。教職大学院を修了した教員の勤務先を
訪問すると、大学院で培った知識経験を生かして活躍している場面をみかける。また、校長先生か
らも同僚の先生方に刺激を与える存在となっているという話を聞いている。本日いろいろな説明を
聞き、授業や実習が充実していると改めて感じた。 
管内の教員不足対応のため、教職大学院の学生が非常勤講師を引き受けてくれていることに大変感
謝している。 

Ｃ委員 
ミドルリーダーコースや各種研修を受講した教員が現場で活躍する姿をみて  確実に成果があがっ
ていると思っているが、家庭や学校の事情で教職大学院への入学をためらう教員が多いため、推薦
できない状況が続いている。奨学金などの充実を期待している。 
教員の働き方改革が進んでいるが、業務すべてに力を注ぐのではなく、関係機関と分業できれば大
学院での研究にもメリハリがつくと考えいている。 

Ｄ委員 
青森県主催の「小学校教員の魅力再発見・情報発信検討会議」に教職大学院の学生３名が参加し、
高校生にとって大変有意義な機会となった。本会議以外でも高校生と交流する機会が得られれば、
教職大学院の魅力の発揮や教員を志望する学生への啓発活動の一端になると思うので、検討願いた
い。 

Ｅ委員 
先日開催された教育実践研究発表会に参加し、学校現場の課題をとりあげて研究を進めている点が
大変素晴らしいと思った。研究内容が広く学校現場に浸透することを期待している。 
教育現場で学んだ知見や、研究方法を発揮するために重要視していることが、パンフレット等にも
記載されている「協働力」であるので、教職大学院で学ぶ学生には是非身につけてほしいと思って
いる。 

Ｆ委員 
最近の学校教育を取り巻く環境が変化し、対応する内容が多様化している。その中で、教員の新し
い学びが必要となり、そのための研修が重要だと思っている。青森県でも研修を実施しているが、
教職大学院が実施している研修が行政のもの とは違う切り口となっているため、教員の役に立って
いると感じている。これか らもそれぞれの役割を果たしつつ、両輪となって引き続き進めていきた
い。 

Ｇ委員 
充実期研修やミドルリーダーコースへの教員派遣について、これからも協力していきたいと思って
いる。本校でも教職大学院修了者が３名いるが、現場に戻ってきてから主任等になり、学校を引っ
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張っていく存在となっている。修了生に対して、修了後をフォローするようなアンケート調査など
をおこなっているのか確認したい。 
公開講座の配信がみられなくなったことが残念である。こちらを活用している教員も多くいるの
で、予算の都合もあるかと思うが、一部でも公開していただきたい。 
回答（山田入試フォローアップ部会長） 
全員ではないが、修了後１年を目安に在籍校の校長とともにインタビュー調査を実施している。 

Ｈ委員 
教員の就職率 100％ということで、単なる合格にとどまらず、入試フォローアップ部会によるキャ
リア支援が機能している結果だと思う。 
また、現職教員や指導主事を対象とした研修が、満足度だけでなく研修前後の 意識の変容やキャリ
ア満足度の向上を数値化したことで研修プログラムの有効性 が裏付けられていると思う。アクショ
ンプランを作成して研修に取り組んでいて、先生方のコンサルテーションと実地訪問を組み合わせ
たサイクルが長年積み重な り、今の充実した研修があると感じている。 
地域貢献ということで非常勤講師の派遣をおこなっているが、中南地区だけではなく、東青地区や
西北地区にもニーズがあると思うので今後検討願いたい。 
意欲のある教員の大学院派遣については、経済的理由やプライベートな状況に寄り添いながら、管
理職が変わっても引継いでいく体制が必要だと感じている。 

Ｉ委員 
教員とういう職業が、以前は高倍率で採用する際に選べる立場であったが、現在はなり手不足もあ
り、志を持った学生を大事に育てていくという発想の転換が必要だと感じている。 
また、指導主事研修の実施に関して、大学院が関わることによってディスカッションなどで意見が
出しやすくなると感じる。指導主事といっても必ずしも子どもだけでなく、高齢者やスポーツ団体
等をサポートする場合もあり、一緒に交流することでネットワークの広がりが期待される。 
充実期研修も順調に進んでいると理解しているが、学校も多様化してきているのでオンラインで参
加できることを大変ありがたく思っている。次年度、センターでも遠隔で研修ができる設備を整備
予定のため、引き続き大学と連携して取り組んでいきたいと思う。 

Ｊ委員（書面による御意見・御要望） 
（１）教職大学院について 
本校から派遣させていただいた教員も２年間の研修が終わり、大学院の先生方には２年間大変お世
話になりました。ありがとうございました。 

○本人にとって自教科についてとても深く考える時間が持てたこと、多くの人と関われ たこと、学
内だけではなく、外に出て様々な学校や施設、研究会等で学べたことなど、全てが本人の成長につ
ながったと実感している。
○勤務先での様子は２年前までとは比べものにならないくらい自信を持って教育活動 にあたってお
り、後輩にも積極的に的確なアドバイスをするなど、リーダーとしての片鱗も見られるようになっ
た。
○本人の研究と校内研修をリンクさせて、講義もしてもらい、同僚のための研修にもつなげた。
○ 何より、２年間の様々な経験を通して、これまでの本校の取組や教育方針は間違っていないとい

うことが再確認でき、自信を持ったようだ。
○充実期研修については、自校でももっと広めていきたい。
○そのような意味から、校長としても自校の教員に宣伝はするが、大学院側からも、もっと先生方
が多く集まる地区の研修会や各学校に出向いてＰＲ活動をすることはどう でしょうか？

【回答】（中野教職実践専攻長、三戸副専攻長、宍倉副専攻長、山田入試フォローアップ部会長）
（１）PR 活動について 
・研修会等を企画しているので、その場で学生募集の案内やパンフレットの配布などいろいろな機
会をもって広く周知する努力をしたいと考えている。
・小中の校長会などで説明の場を設けている。
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・1 昨年前までは、県立校長会で説明をおこなっていたが、時間の関係もあり、最近はホームペー
ジの URL を紹介している。
・パンフレットはデジタルデータで提供しているが、ニュースレターは手にとって読んでもらいた
いので、紙の送付をおこなっている。


